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社会政策学会 第 148 回⼤会 総会 

議案書・資料 
 
 
⽇時： 2024 年 5 ⽉ 18 ⽇（⼟） 17:05~18:05  
会場： 慶應義塾⼤学 三⽥キャンパス ⻄校舎 517 教室 
議題： 1)  規程そのほかの改正について 

2)  2023 年度活動報告 
3)  2023 年度決算・監査について 
4)  次期幹事会体制について 
5)  2024 年度活動⽅針 
6)  2024 年度予算 
7)  社会政策学会賞選考委員会報告 
8)  ⼤会若⼿研究者優秀賞選考委員会報告 
9)   次回⼤会開催校からのご挨拶  
10)  その他 
 

 
議題 １） 会則・規程その他の改正について 
 
① 部会活動費補助規程 第２条  
・改正の趣旨：会員の⼤会参加への旅費⽀給は⾏わないことを確認する。 
現⾏ 
第２条 【報告者の招聘】 部会の企画・主催する⼤会分科会に報告者を招聘する場合は, 社
会政策学会旅費規程を準⽤し, 前条の上限額の範囲内で申請できる. なお部会が⾮会員を
報告者とする企画を企画委員会に提出する際には, 会員外から招聘しなければならない理
由を, 企画書に記さなければならない. 
 
改正案  
【報告者等の招聘】 部会の企画・主催する研究会等に報告者・討論者を招聘する場合
は, 社会政策学会旅費規程を準⽤し, 前条の上限額の範囲内で申請できる. ただし, ⼤会分科
会への会員の招聘は旅費の⽀給対象としない.  
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２ 部会が⾮会員の旅費を請求する場合には, 会員外から招聘する理由を, 振込請求書に記
さなければならない. 
 
改正歴への記載 

⼀部改正 2024 年 5 ⽉ 18 ⽇ ⼤会への会員の招聘は旅費の⽀給対象としないことを規定 
 
② ⼤会若⼿研究者優秀賞表彰規程 第２条 
・改正の趣旨：できるだけ多くの若⼿研究者に受賞機会を開く。 
現⾏ 
第 2 条 【賞の授与】 「⼤会若⼿研究者優秀賞」（以下，本賞と呼ぶ）は，本学会に在籍し，
⼤会において優れた研究成果を発表した若⼿研究者に授与する．本賞は，若⼿研究者複数へ
の授与を妨げない． 
 
改正案 
第 2 条 【賞の授与】 「⼤会若⼿研究者優秀賞」（以下，本賞と呼ぶ）は，本学会に在籍し，
⼤会において優れた研究成果を発表した若⼿研究者に授与する．本賞は，若⼿研究者複数へ
の授与を妨げない．ただし，過去に本賞を受賞した者には重ねて授与しない． 
 
改正歴への記載 

⼀部改正 2024 年 5 ⽉ 18 ⽇ ⼀⼈の会員に対して複数回の授賞は⾏わないことを規定 
 
③ 社会政策学会旅費規程 第６条 
・改正の趣旨：今般の宿泊費の実勢にあわせて、⾮会員招聘者の宿泊費の上限を引き上げる。 
現⾏ 
第５条 【⾮会員の⼤会共通論題報告者】 第１条(8)号に該当する⾮会員の共通論題報告
（国内勤務者）は, ⼤会開催の前年度と当年度を通じて３回まで往復交通費全額及び 1 泊 1
万円を上限として宿泊費を請求することができる.  
改正案 
第５条 【⾮会員の⼤会共通論題報告者】 第１条(8)号に該当する⾮会員の共通論題報告
（国内勤務者）は, ⼤会開催の前年度と当年度を通じて３回まで往復交通費全額及び１泊 2
万円を上限として宿泊費実費を請求することができる.  
改正歴への記載 
⼀部改正 2024 年 5 ⽉ 18 ⽇ ⾮会員招聘者の宿泊費の上限を 1万円から 2万円に引き上
げ、実費⽀給を明記 
 



2024/5/18 社会政策学会 第 148 回⼤会 総会      

 

 

3 

 
 
 
④ 「会費の割引に関する申し合わせ」の修正  
 
以下を加筆する。 

(6) 所属機関において「常勤職」と分類される区分で雇⽤されていても、次の a)と b)を同
時に満たす場合、会費割引対象とする。 

a) 想定されている出勤⽇や勤務時間が週 5 ⽇・40 時間程度より少なく、基本給が時間数
またはコマ数に単価を乗じて変動する部分のみで構成されていること 

b) ⾃⾝の裁量で⽀出できる所属機関から⽀給される経費あるいは公的に⽀給される経費が
ないこと 

 
 
議題 2)  2023 年度活動報告 
 
（１） 現勢報告 2024 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の会員数：1,146名（前年度⽐ 10名増） 
（２） 2023 年度の活動報告 

2023 年度の活動⽅針は次のようなものであった。 
「2022 年度の成果をふまえ、2023 年度は、次のような⽅針のもと、活動を進める。①学

会の資源を結集して⼤会を開催し、社会政策研究の意義と魅⼒について、内外に発信し続け
る。②引き続き、若⼿への⽀援と若⼿育成に努める。③専⾨部会と地域部会の活性化に取り
組み、学会の内実を強化する。④学会誌のオープンアクセス化を円滑に進める」。 

2023 年度は、事務局と各業務分担委員会の献⾝的な努⼒に⽀えられ、学会の⽇常活動は
正常に⾏われた。なお、各担当幹事のイニシアティブのもと、重点的な取り組みもおおむね
計画通りに進められた。活動⽅針に沿って、主な活動を報告すると、次の通りとなる。 

① ⼤会開催について。第 146 回⼤会は、⽴教⼤学にて開かれた。対⾯開催を予定してい
たが、台⾵によって新幹線運⾏が休⽌となる予期せぬ事態が⽣じた。しかし、⼤会実
⾏委員会の⾒事な対応で、全セッションのオンライン化/ハイブリッド化が⾏われ、
会場に来られない⼈も参加ができるようになった。⼤会参加者は 308名で、共通論題
は「最低賃⾦制度をめぐる現状と課題」であった。第 147 回⼤会は、⽴命館⼤学にて
全⾯対⾯の⽅式で開催された。地⽅で開かれたにもかかわらず、316名が参加し、共
通論題は「ケアをする権利・しない権利：脱・義務的家族介護を⽬指して」で、真摯
な報告と議論が⾏われた。 

② 若⼿への⽀援について。⽀援の柱の⼀つの⼤会若⼿研究者優秀賞は、順調に受賞者の
累積数を増やしている。新設された「若⼿研究者旅費補助」と「⼤会懇親会無料招待」
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は、好評を得、両制度を活⽤する若⼿会員の増加が⾒込まれる。「研究者育成フォー
ラム」は、それを⽀援するコーディネーターたちの努⼒にも助けられ、いまや学会の
機構の⼀つとして定着している。なお、新設した「修論フォーラム」は、毎年の開催
には難点を抱えるものの、期待した成果を出している。 

③ 部会の活性化について。専⾨部会の場合、世話⼈との活発な意⾒交換をふまえ、「専
⾨部会内規モデル」を作成するなど、部会の活性化に向けて精⼒的な取り組みを続け
た。地⽅部会の場合は、諸般の事情でまだ⼗分な成果を出せていないが、専⾨部会・
地⽅部会を問わず、部会の活性化のためには、部会活動費の弾⼒的な運⽤が必要との
コンセンサスのもと、「（部会活動費）補助⾦⽀出ガイドライン」を設け、活性化を⽀
援する⽤意を整えた。 

④ 学会誌のオープンアクセス化について。2024 年度の第 16巻より学会誌をオープンア
クセス化するという⽅針にしたがい、2024 年 3 ⽉、ミネルヴァ書房との間に、学会
誌のインターネット上の公開および会員向け冊⼦の製本・送付に関する出版契約を正
式に締結した。なお、編集委員会の尽⼒により、オープンアクセス化に向けた実務的
な準備を着実に進めた。 

（以上） 
 
 
議題 3)  2023 年度決算・監査報告 
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議題 4) 次期幹事会体制について 
 

2024-2026 期 幹事と監査 
代表幹事 菅沼 隆 
事務局⻑ 中尾友紀＊ 
事務局相談役 熊沢 透 
ニューズレター 吉村臨兵 
ニューズレター 森 詩恵 
学会誌編集委員⻑ 百瀬 優 
同副委員⻑ ⻤丸朋⼦ 
同副委員⻑ ⼤津 唯＊ 
春季⼤会企画委員⻑ 禿あや美 
同副委員⻑ ⼭根純佳＊ 
秋季⼤会企画委員⻑ 垣⽥裕介 
同副委員⻑ 駒川智⼦＊ 
国際交流委員会委員⻑ ⾦ 成垣 
同副委員⻑ ⼭崎 憲＊ 
同副委員⻑ ⼩澤裕⾹＊ 
広報委員⻑ ⽔野有⾹ 
同副委員⻑ 櫻井純理 
地⽅部会（活性化） 居神 浩 
  ⾓ 能＊ 
専⾨部会（活性化） ⾦井 郁 
  森 詩恵 
若⼿研究者⽀援担当 志賀信夫 
  ⽶澤 旦＊ 
  藤原千沙 
  ⽥中聡⼦ 
⽇本経済学会連合 松本伊智朗 
  杉⽥菜穂 
社会政策関連学会協議会 榎 ⼀江 
  阿部 彩 
    
会計監査 ⽯井まこと 

＊は推薦幹事 
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議題 5)  2024 年度活動⽅針 
 
（１）⼤会を年に 2 回開催する。企画活動を強化するため予算の増額を⾏う。 
（２）学会誌『社会政策』を電⼦ジャーナル化し、年 1巻 4号を発⾏する。1・2号、3・4
号を合本し、年 2冊を会員に配布する。誌⾯構成を変更するとともに、電⼦ジャーナル化
で迅速な公開を⾏う。 

（３）国際交流活動を強化する。これまでの東アジア、北アメリカ、ヨーロッパとの国際交
流活動を継続するとともに、東南アジアとの交流を進める。 

（４）若⼿研究者⽀援体制を強化する。若⼿研究者⽀援事業を経常事業とし、若⼿研究者⽀
援委員会を設置する。 

（５）会員への情報提供、会員間交流を促進するため学会ホームページ、ニューズレター、
会員宛てメールなどを配信する。 

（６）専⾨部会、地⽅部会の活動⽀援体制を強化する。幹事会に専⾨部会担当、地⽅部会担
当を置く。専⾨部会世話⼈会を開催する。 

（７）⽇本学術会議との関係を維持する。社会政策関連学会協議会、⽇本経済学会連合を通
じた学協会連携を継続していく。 

 
 
 
議題 6)  2024 年度予算 
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議題 7)  社会政策学会賞選考委員会報告 
 
議題 8)  ⼤会若⼿研究者優秀賞選考委員会報告 
 
議題 9)  次回⼤会開催校からのご挨拶 
 

2024 年 10 ⽉ 19 ⽇、20 ⽇（⼟・⽇）   ⼤分⼤学 旦野原キャンパス 
 
議題 10)  その他  
 
★アナウンス 
SOLTI 会員検索システムにおける電⼦メールアドレスの⼀括公開設定について 
①6 ⽉ 1 ⽇以降、事務センターでの設定変更により、会員情報に電⼦メールアドレスの登
録のある会員のアドレスを、会員に対して公開します。 
②この総会後速やかに、会員向け⼀⻫メールでも同じ内容をアナウンスします。 
③公開設定とするアドレスは次の通りです。  
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A アドレスを⼀つ登録している会員についてはそのアドレス 
B 「所属先メールアドレス」と「⾃宅メールアドレス」の⼆つを登録している会員につい
ては「所属先メールアドレス」 
④メールアドレスの公開を望まれない⽅は、5 ⽉ 30 ⽇までに 

g048jasps-support@ml.gakkai.ne.jp   へご連絡下さい。 

⑤上記④の連絡があった会員を除いて①の処理を⾏います。③の Bに該当する会員で「⾃
宅メールアドレス」公開を希望される⽅も上記のアドレスまでご連絡下さい。 

なお、SOLTIは会員 IDとパスワードによって保護されていて、会員のみが閲覧できる
領域です。社会全体に対して無制限に公開されている訳ではありません。 

本⽇以降の⼿順 

（1） 総会後、会員向け⼀⻫メールを発出 

（2） 5 ⽉ 30 ⽇までに連絡のあった会員を事務センターで取りまとめる 

（3） 学会事務センターで会員へのアドレス⼀⻫公開を設定 

 


